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/31
４
月
２
日（
月
）

納
期
限
の

お
知
ら
せ

納付書裏面等に記載の場所で納付してください。
便利な口座振替をご利用ください。

市民税・都民税 ……………… 随期分
国民健康保険税 ………………随期分
後期高齢者医療保険料 ………随期分

 　

市
・
都
民
税
は
、
前
年
の
所
得

に
対
し
て
、
１
月
１
日
現
在
お
住

ま
い
の
市
区
町
村
で
課
税
さ
れ
ま

す
。
こ
の
た
め
、
平
成　

年
１
月

３０

２
日
以
降
に
小
金
井
市
に
転
入
し

た
方
は
、
以
前
に
お
住
ま
い
の
市

区
町
村
へ
申
告
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

ま
た
、
今
後
、
小
金
井
市
か
ら

転
出
予
定
の
方
は
、
必
ず
小
金
井

市
の
市
民
税
課
へ
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。

■
受
付
時
間
▽
月
曜
〜
金
曜
日
午

前
８
時　

分
〜
午
後
５
時
▽
３
月

３０

４
日
（
日
）
、　

日
（
日
）
午
前

１１

９
時
〜
午
後
１
時

※
日
曜
日
は
電
話
で
の
問
い
合
わ

せ
等
は
お
受
け
で
き
ま
せ
ん

 　

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得

税
（
以
下
「
所
得
税
」
）
の
確
定

申
告
書
は
、
申
告
時
に
お
住
ま
い

の
市
区
町
村
を
管
轄
す
る
税
務
署

（
小
金
井
市
は
武
蔵
野
税
務
署
）

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

３
月　

日
（
木
）
ま
で
は
、
記
入

１５

済
み
の
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を

市
の
市
民
税
課
で
も
お
預
か
り
で

き
ま
す
。

　

税
務
署
で
は
、
パ
ソ
コ
ン
に
よ

る
申
告
書
作
成
を
推
進
し
て
い
ま

す
。
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t

tp
://w
w
w
.n
ta.go

.jp
/

）の
「
確

市
・
都
民
税
の
申
告
は

市
役
所
へ

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得

税
の
確
定
申
告
は
税
務
署
へ

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で

申
告
書
を
作
成
で
き
ま
す
。
作
成

し
た
申
告
書
は
、
プ
リ
ン
ト
ア
ウ

ト
し
て
郵
送
等
で
税
務
署
に
提
出

で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
税
務
署
で
は
申
告
書
作

成
会
場
を
開
設
し
、
申
告
を
受
け

付
け
て
い
ま
す
。
駐
車
場
は
３
月

　

日
ま
で
利
用
で
き
ま
せ
ん
の
で

１５車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ

い
。

■
受
付
時
間
月
曜
〜
金
曜
日
、
午

前
８
時　

分
〜
午
後
５
時
（
相
談

３０

は
午
前
９
時
か
ら
）

※
混
雑
状
況
に
よ
り
早
め
に
締
め

切
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
午

後
４
時
ま
で
に
お
越
し
く
だ
さ
い

 
■
市
・
都
民
税
封
筒
の
表
に
、
赤

字
で
「
市
・
都
民
税
申
告
書
在

中
」
と
明
記
し
、
市
民
税
課
へ

■
所
得
税
封
筒
の
表
に
「
確
定
申

告
書
在
中
」
と
明
記
し
、
武
蔵
野

税
務
署
へ

※
申
告
書
の
「
控
」
が
必
要
な
方

は
、
切
手
を
貼
り
、
あ
て
先
を
明

記
し
た
返
信
用
封
筒
を
必
ず
同
封

し
て
く
だ
さ
い

 

▽
市
・
都
民
税
＝
市
民
税
課
市

民
税
係
（
〒　

儿
８
５
０
４
住
所

１８４

不
要
・
市
役
所
第
二
庁
舎
３
階
☎

　

儿　

儿
９
８
１
９
）
▽
所
得
税

０４２

３８７

＝
武
蔵
野
税
務
署
（
〒　

儿
８
５

１８０

２
２
武
蔵
野
市
吉
祥
寺
本
町
３
儿

　

儿
１
☎
０
４
２
２
儿　

儿
１
３

２７

５３

１
１
）

申
告
書
の
提
出
は

郵
送
で
も
行
え
ま
す

問

市
・
都
民
税
、
所
得
税
お
よ
び
復
興
特

市
・
都
民
税
、
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別別

所
得
税
の
申
告
は
３

所
得
税
の
申
告
は
３
月月　

日日（（
木木
））ま
で
に

ま
で
に

１５１５

 　

災
害
時
に
は
、「
自
助
・
共
助
・

公
助
」
の
連
携
が
自
分
や
地
域
の

被
害
を
最
小
限
に
抑
え
、
早
期
に

復
旧
・
復
興
す
る
た
め
に
必
要
で

す
。

　

ふ
だ
ん
か
ら
、
自
助
・
共
助
・

公
助
を
意
識
し
て
、
備
蓄
や
地
域

の
交
流
な
ど
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

【
自
助
】

　

自
ら
の
身
は
自
分
で
守
る
こ
と

で
す
。
ふ
だ
ん
か
ら
災
害
に
関
す

る
知
識
を
身
に

つ
け
、
家
庭
内

で
の
話
し
合
い

や
備
蓄
な
ど
、

災
害
に
対
す
る

準
備
を
し
ま
し

ょ
う
。

【
共
助
】

　

自
分
た
ち
の
ま
ち
は
自
分
た
ち

で
守
る
こ
と
で
す
。
消
火
や
救
出

を
真
っ
先
に

行
え
る
の
は

地
域
の
皆
さ

ん
で
す
。
い

ざ
と
い
う
と
き
の
連
携
の
た
め
、

ふ
だ
ん
か
ら
ご
近
所
と
交
流
し
ま

し
ょ
う
。

【
公
助
】

　

市
を
は
じ

め
と
し
た
行

政
機
関
な
ど

自
助
・
共
助
・
公

自
助
・
共
助
・
公
助助

が
行
う
応
急
対
策
の
こ
と
で
す
。

 　

自
主
防
災
組
織
は
、
地
域
で
協

力
し
合
い
災
害
か
ら
ま
ち
を
守
る

た
め
、
自
主
的
に
結
成
す
る
組
織

で
す
。
役
割
分
担
や
運
営
な
ど
、

地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
て
計
画
し

て
く
だ
さ
い
。

　

市
で
は
、
自
主
防
災
組
織
に
対

し
て
補
助
金
を
交
付
し
、
そ
の
育

成
を
支
援
し
て
い
ま
す
。
町
会
や

自
治
会
な
ど

が
中
心
と
な

っ
て
、
地
域

防
災
の
核
と

な
る
よ
う
な

自
主
防
災
組

織
を
作
り
ま

し
ょ
う
。

 　

市
内
で
火
災
が
発
生
し
た
場

合
、
市
民
へ
の
警
報
を
目
的
と
し

て
サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら
し
て
い
ま

す
。

　

ま
た
、
毎
月
１
日
（
１
月
を
除

く
。
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
の
場
合

は
、
翌
日
以
降
の
最
初
の
平
日
）

の
午
前
８
時
に
は
、
広
く
火
災
予

防
を
呼
び
か
け
る
た
め
、
サ
イ
レ

ン
を
鳴
ら
し
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん

の
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

自
主
防
災
組
織
を
作
ろ

自
主
防
災
組
織
を
作
ろ
うう

消
防
サ
イ
レ
ン
に
ご
理
解

消
防
サ
イ
レ
ン
に
ご
理
解
をを

地
域
安
全
課
防
災
消
防
係
（

 

地
域
安
全
課
防
災
消
防
係
（
☎☎　

儿儿　

儿儿
９
８
０
７
）

９
８
０
７
）

０４２０４２

３８７３８７

問 備
え
ま
し
ょ

備
え
ま
し
ょ
うう

震震

大大
地地

にに

重要な役割を担う消防団
　災害が発生したときは、市を含めた関
係防災機関が連携し、災害救助や被害拡
大防止などの防災活動を行います。
　中でも消防団は、市内在住・在勤・在
学者の有志で組織され、本業をもつかた
わら、奉仕の精神により市民の生命や財
産などを守るため、昼夜を問わず活動し
ています。訓練などの消防団の活動への
ご理解・ご協力をお願いします。
【消防団員募集】
　市消防団では、団員を募集していま
す。入団方法等詳しくはお問い合わせく
ださい。
■資格等要件市内在住・在勤・在学の入
団日時点で１８歳以上の方

ローリングストック法とは

食べたら、1食分を買い足して補充する。

買い足す　

朝 昼 夜
1日目
2日目
3日目
もう1日分

補充

ちょうど1年で、最初に用意した4日分
（12食）は全て消費し、買い足した12
食分とそっくり入れ替わる。（非常食の
消費期限は1年でよい）

新しいものが常備される

朝 昼 夜
1日目
2日目
3日目
もう1日分

朝 昼 夜
そっくり入れ替わる

朝 昼 夜
1日目
2日目
3日目
もう1日分

ベースとなる3日分（9食分）の非常食
を用意する。さらに、もう1日分（3食
分）、合計で12食分にする。

備える

朝 昼 夜
1日目
2日目
3日目
もう1日分

１か月に1回程度の頻度で非常食1食分
を定期的に食べる。

食べる1 1 ２

4 3

　市では、災害発生時に避難所を
開設し、避難者に対して支援を行
いますが、自宅が倒壊等しておら
ず、安全が確保できる方には在宅
避難を促しています。その際に必
要な非常食の日常備蓄の方法の一
つに「ローリングストック法」が
あります。
　「ローリングストック法」とは、
日常的に非常食を食べて、食べた
ら買い足すという行為を繰り返
し、常に家庭に新しい非常食が備
蓄される「食べ回しながら備蓄す
る」という方法です。（右図）ぜひ、
ご自宅で実践してみてください。

日常備蓄を備えよう

３
月
は
窓
口
が
込
み
合
い
ま
す
。
申
告
は
お
早
め

３
月
は
窓
口
が
込
み
合
い
ま
す
。
申
告
は
お
早
め
にに


